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第２章 分限・懲戒 

 

○羽村・瑞穂地区学校給食組合職員の分限に関する 

手続及び効果に関する条例 

昭和 47 年３月 28 日条例第５号 

最終改正 令和７年２月６日条例第２号 

 

 （この条例の目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号。以下「法」とい

う。）第 28 条第３項及び第４項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職

及び休職の手続及び効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。 

 （降任、免職及び休業の手続） 

第２条 法第 28 条第１項第１号の規定により職員を降任若しくは免職すること

ができる場合は、勤務実績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、

勤務実績が不良なことが明らかな場合とする。 

２ 任命権者は、法第 28 条第１項第２号の規定に該当するものとして職員を降任

し、若しくは免職する場合、又は同条第２項第１号の規定に該当するものとし

て職員を休職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行なわせ

なければならない。 

３ 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書

面を当該職員に交付して行なわなければならない。 

 （休職の効果） 

第３条 法第 28 条第２項第１号の規定に該当する場合における休職の期間は、

３年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合につい

て任命権者が定める。この休職の期間が３年に満たない場合においては、休職

した日から引き続き３年を超えない範囲内において、これを更新することがで

きる。 

２ 前項の場合において、休職の処分を受けた職員が復職の日から起算して１年

以内に再び当該休職の処分の事由とされた疾病と同一の疾病により休職の処分

を受けるときのその者の休職期間は、当該復職前の休職期間を通算して３年を
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超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任

命権者が定める。この場合において、当該復職前の休職期間が更新されている

場合にあつては、更新前の休職の開始の日（更新が２回以上されているときは、

最初の更新前の休職の開始の日）から休職期間を通算するものとし、通算した

期間が３年に満たない場合においては、休職期間を通算して３年を超えない範

囲内において、これを更新することができる。 

３ 法第 22 条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員に対する前２項の

規定の適用については、これらの規定中「３年を超えない範囲内」とあるのは

「法第 22 条の２第２項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、「３

年に満たない場合」とあるのは「法第 22 条の２第２項の規定に基づき任命権者

が定める任期に満たない場合」とする。 

４ 任命権者は、前３項の規定による休職の期間中であつてもその事由が消滅し

たと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。 

５ 法第 28 条第２項第２号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑

事事件が裁判所に係属する間とする。 

第４条 休職者は、その職を保有するが職務に従事しない。 

２ 休職者は、休職期間中職員の給与に関する条例（昭和 32 年条例第５号）第

19 条に規定する給与のほかは、いかなる給与も支給されない。 

 （失職の例外） 

第５条 任命権者は、拘禁刑に処せられた職員のうち、その刑にかかる罪が過失

によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状によ

り、当該職員がその職を失わないものとすることができる。 

２ 前項の規定により、その職を失わなかつた職員が刑の執行猶予を取消された

ときは、その職を失う。 

 （この条例の実施に関し必要な事項） 

第６条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、昭和 47 年４月１日から施行する。 

   付 則（昭和 61 年 12 月６日条例第５号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   付 則（平成 21 年 11 月 26 日条例第４号） 
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 （施行期日） 

１ この条例は、平成 21 年 12 月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第３条第２項の規定は、この条例の施行の日（以下

「施行日」という。）以後に新たに休職の処分を受け、又は新たに休職期間を更

新する処分を受けた者に対して適用する。この場合において、施行日前に受け

た休職の処分による休職期間は、同項に規定する休職期間に通算しないものと

する。 

付 則（令和元年 11 月 11 日条例第２号） 

この条例中第３条の規定（第 22条、第 22条の２及び第 23条に係る部分に限る。）

は令和元年 12 月 14 日から、その他の規定は令和２年４月１日から施行する。 

付 則（令和７年２月６日条例第２号） 

この条例は、刑法等一部改正法の施行の日から施行する。 

 

 


